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東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更 

（３号原子炉施設の変更）について（答申） 

 

 

平成２１年６月１０日付け平成２０･１１･０６原第１３号をもって諮問のあっ

た標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２６

条第４項において準用する同法第２４条第１項第３号（技術的能力に係る部分に限

る。）及び第４号に規定する許可の基準の適用について以下のように認めます。 
 

 

（1）同法第２４条第１項第３号（技術的能力に係る部分に限る。）に関しては、

別紙１のとおりであり、妥当なものである。 
 
（2）同法第２４条第１項第４号に関しては、別紙２のとおりであり、妥当なも

のである。 
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